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要旨

2018 年 7 月 13 日に内国歳入法（改正法案）（第 6 号）2018（以下、「改正法案

第 6 号」）が制定され、内国歳入法（Cap. 112）1に移転価格に関する原則及び移

転価格文書化義務が導入されました。これにより、香港の移転価格税制は、重

要な節目を迎えました。

2019 年 1 月 23 日に香港内国歳入庁（以下、「IRD」）は、法人所得税申告書で

ある BIR51 の改訂版と新たな附属別表（Supplementary Form S1－S10）を公

表しました。これにより香港の納税者には、2018/19 査定年度から、BIR51 およ

び Supplementary Form S2 – Transfer Pricing（以下、「附属別表 S2」）におい

て、一定の関連者に関する情報の開示が求められるとともに、移転価格文書作

成義務の有無を申告する義務が生じます。

BIR51 の改訂

BIR51 に係る改訂の一環として、納税者の移転価格の取決めについての開示義

務が強化されます。具体的には、下記の情報に関する開示が求められます。

• 香港標準産業分類コード2を明記する（IRD は、この情報を基に納税者と同業

他社の売上高・損金算入額・利益水準等を比較する可能性があります）

• 次の事項を申告する（チェックボックス項目）

• 対象年度における香港非居住関連者との取引の有無

• 対象年度における事前確認制度（以下、「APA」）の取得状況

• 対象年度において、香港またはその他の国・地域で国別報告書（以下、

「CbCR」）の提出義務を負う多国籍企業グループに所属しているかどう

か

納税者が上記の 3 つの条件のいずれかに該当する旨を申告した場合、附属

別表 S2 を IRD に提出する義務が生じます。

1 2018 年 7 月 9 日に発行された弊事務所のタックスアラート「香港政府が、BEPS 対策税制および移転価格税制の法

案を可決」をご参照ください。
2香港政府国勢調査統計局による発表
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附属別表 S2

納税者は、附属別表 S2 において、以下の項目につ

いて申告を行う必要があります。

• 納税者と関連者間取引を行っている非居住関連

者の居住地

• マスターファイルとローカルファイルの作成義務

の有無

• APA に関連する情報： APA 参照番号、納税者

の BIR51 が APA に基づいて作成されているか

否か、APA に係る関連者間取引に重大な変更

があるか否か、当該 APA に関連する取引総額

• CbCR に関連する情報： 納税者もしくは別の香

港関連会社が CbCR に係る通知を IRD に対して

行ったか否か、CbCR に係る最終親会社（UPE）・
代理親会社（SPE）に関する情報

当該附属別表の記載例は近日中に、また電子版の

申告書用紙及び附属別表等は 2019 年 4 月 1 日か

ら、それぞれ IRD のホームページ上で入手可能となる

予定です。

納税者への影響

法人所得税申告書の改訂とそれによる開示項目の増

加は、香港の納税者の移転価格税制へのコンプライ

アンス戦略を受動的なものから能動的なものへと変

化させるでしょう。

例えば、改正法案第 6 号が定める要件に従い、納税

者は、マスターファイル、ローカルファイル及び CbCR
の作成/提出義務を法人所得税申告書で毎年確認す

る必要があります。マスターファイル及びローカルファ

イルを法人所得税申告書の提出期日までに作成する

必要はありませんが、納税者がそれぞれの文書に係

る作成義務を負う旨を附属別表S2上で申告した場合、

IRD はこれらの移転価格文書が法定作成期限内（香

港法人の事業年度末から 9 ヵ月以内）に整備されると

推測するでしょう。ただし、IRD が重大な税務/移転価

格リスクがあると判断して関連文書の即時提出を要

求する場合を除き、これらの移転価格文書の提出に

あたっては合理的な提出猶予期間が与えられるもの

と考えられます。

また、附属別表 S2 では CbCR に係る UPE 及び SPE
の情報開示を求めていますが、納税者は当該申告書

を提出しただけではCbCR の通知義務（グループ事業

年度末から 3 ヵ月以内）を果たしたものとはみなされ

ません。IRD は、この附属別表により、罰則につなが

る CbCR の通知義務・提出義務違反を検出できるよう

になります。

移転価格に関する附属別表 S2 の導入は、BIR51 の

改訂における最も重要な変更点の一つです。これら

の新たな開示項目の導入は、移転価格税制が IRDの

重要な注力分野となり、納税者の移転価格プラクティ

スがより厳格な調査の対象となることを示しています。

移転価格の開示項目の増加により、移転価格の取決

めに対する税務調査リスクは高まってるといえます。

したがって、香港の納税者は、移転価格税制に係る

法令上の義務と関連法定期限、並びに潜在的な税務

係争への対応策を事前に検討することが重要です。
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